
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高瀬中学校では、全教育活動を通じて人権教育を実施しております。人権教育において重視する点は、

生徒の人権感覚の向上と人権意識の醸成です。この目的達成のため、教職員は人権に関する研修、いじめ

防止研修、虐待防止研修等を受講し、自らの人権感覚と人権意識の向上に努めております。学校のみなら

ず、すべての成人が生徒の人権を守り、人権を尊重する模範となることが不可欠です。この機会に、ご家

庭においても、お子様の人権を尊重しているか、成人が模範となっているか、人権について深く考える機

会としていただければ幸いです。 

文責 長谷川 忍 

学校教育目標 

自ら求めて学ぶ心豊かな生徒の育成 

高 瀬 中 だ よ り 

 12月４日（木）から10日（水）までの１週間は「人権週間」です。 

 「人権週間」は、昭和23 年 12 月 10 日に国連総会において世界人権宣言が採択された日を記念して

制定されたもので、今年で77回目を迎えます。 

 「人権」とは、人間らしい尊厳ある生活を営むために不可欠な権利をさします。相互の人権を尊重し、

他者の苦境に目を向け、「大丈夫ですか？」「何かお手伝いできることはありますか？」と積極的に声を

かけましょう。そして、皆で「いじめ」のない、安全で安心できる学校環境の構築をめざしましょう。 


